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令和４年第４回市議会定例会 提出議案 

 

 

（ ）は、議案番号 

整 理 

番 号 
件     名 内 容 ・ 根 拠 法 令 等 担当部課 

１ 

（５７） 

４．市庁舎再生可能エネル

ギー等を活用した非常用

電源確保工事の請負契約

の変更契約の締結につい

て 

令和４年第２回定例会で議決された、４.市庁舎

再生可能エネルギー等を活用した非常用電源確保

工事の請負契約について、工期を延長する必要が

生じたことから、変更契約を締結するにあたり、

予定価格が１億５千万円以上であるため、議会の

議決を得る必要がある。 

 

・地方自治法第９６条第１項第５号 

・議会の議決に付すべき契約および財産の取得ま

たは処分に関する条例第２条 

総務部 

管財課 

２ 

（５８） 

令和４年度東久留米市一

般会計補正予算（第１０

号） 

・地方自治法第２１８条第１項 企画経営室 

財政課 

３ 

（５９） 

東久留米市個人情報の保

護に関する法律施行条例 

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の

整備に関する法律」による「個人情報の保護に関

する法律」（以下「法」という。）の改正に伴い、

法に基づく個人情報保護制度の運用へ移行するに

あたり、法の施行に関し必要な事項を定めるため、

条例を制定する必要がある。 

なお、本条例の付則において改廃される条例は、

以下のとおりである。 

・東久留米市個人情報保護条例（廃止） 

・東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例（一部改正） 

・東久留米市防犯カメラの設置及び運用に関する

条例（一部改正） 

 

・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律 

・個人情報の保護に関する法律 

 

総務部 

総務課 



 

 

４ 

（６０） 

東久留米市個人情報保護

審査会条例 

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の

整備に関する法律」による「個人情報の保護に関

する法律」（以下「法」という。）の改正に伴い、

法に基づく個人情報保護制度の運用へ移行するに

あたり、東久留米市個人情報保護審査会の設置に

関し必要な事項を定めるため、条例を制定する必

要がある。 

なお、現行東久留米市個人情報保護審査会の設

置規定は、東久留米市個人情報保護条例に定めら

れているため、同審査会は、別途提案する「東久

留米市個人情報の保護に関する法律施行条例」の

付則における条例廃止により廃止されるものであ

る。 

 

・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律 

・個人情報の保護に関する法律 

 

総務部 

総務課 

５ 

（６１） 

東久留米市情報公開条例

の一部を改正する条例 

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の

整備に関する法律」による「個人情報の保護に関

する法律」（以下「法」という。）の改正に伴い、

法における不開示情報との整合を図るため、条例

の一部を改正する必要がある。 

 

・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律 

・個人情報の保護に関する法律 

 

総務部 

総務課 

６ 

（６２） 

東久留米市立児童館指定

管理者の指定について 

東久留米市立子どもセンターあおぞら及び東久

留米市立中央児童館の管理を指定管理者に行わせ

るため、東久留米市指定管理者選定委員会におい

て審査選定した候補者を指定管理者として指定す

るにあたり、あらかじめ議会の議決を経る必要が

ある。 

 

・地方自治法第２４４条の２第６項 

・東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例 

 

子ども家庭部 

児童青少年課 



 

 

７ 

（６３） 

東久留米市消防団員の定

員、任免、給与、服務等に

関する条例の一部を改正

する条例 

 

東久留米市消防委員会の答申を踏まえ、東久留

米市消防団員の処遇改善を図るため、条例の一部

を改正する必要がある。 

 

環境安全部 

防災防犯課 

８ 

（６４） 

物品の買入れの変更につ

いて 

令和４年第２回定例会で議決された、物品の買

入れ（東久留米市消防団第６分団消防ポンプ自動

車（ＣＤ－Ⅰ型）の購入）について、納入期限を

延長する必要が生じたことから、議会の議決に付

す必要がある。 

 

・地方自治法第９６条第１項第８号 

・議会の議決に付すべき契約および財産の取得ま

たは処分に関する条例第３条 

 

環境安全部 

防災防犯課 

９ 

（６５） 

市道路線の認定について 

 

 

 

 

 

市道２６０１号線 

市に移管された道路について認定する必要があ

る。 

 

・道路法第８条第１項及び第２項 

 

都市建設部 

管理課 

１０ 

（６６） 

令和４年度東久留米市一

般会計補正予算（第１１

号） 

・地方自治法第２１８条第１項 企画経営室 

財政課 

１１ 

（６７） 

令和４年度東久留米市介

護保険特別会計補正予算

（第３号） 

・地方自治法第２１８条第１項 企画経営室 

財政課 

 



 

 

 

 

 

 

令和４年第４回市議会定例会 提出予定追加送付議案 

 

 

（ ）は、議案番号 

整 理 

番 号 
件     名 内 容 ・ 根 拠 法 令 等 担当部課 

１ 

（  ） 

地方公務員法の一部を改

正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する

条例 

「地方公務員法の一部を改正する法律」の施行に

伴い、職員の定年を引き上げるほか、関連する規

定を整備する必要がある。 

なお、本条例により改廃される条例は、以下の

とおりである。 

・職員の定年等に関する条例（一部改正） 

・東久留米市職員の給与に関する条例（一部改正） 

・東久留米市職員の懲戒の手続きおよび効果に関

する条例（一部改正） 

・東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例（一部改正） 

・東久留米市職員の育児休業等に関する条例（一

部改正） 

・東久留米市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例（一部改正） 

・東久留米市職員の再任用に関する条例（廃止） 

 

・地方公務員法 

 

総務部 

職員課 

２ 

（  ） 

東久留米市会計年度任用

職員の報酬、費用弁償及び

期末手当に関する条例の

一部を改正する条例 

東久留米市職員の給与に関する条例の適用を受

ける職員との均衡等を踏まえ、会計年度任用職員

の期末手当を改定するため、条例の一部を改正す

る必要がある。 

 

・地方自治法第２０３条の２ 

 

総務部 

職員課 

３ 

（  ） 

東久留米市職員の給与に

関する条例の一部を改正

する条例 

東京都人事委員会勧告に伴い、職員の給与を改

定するため、条例の一部を改正する必要がある。 

 

・地方公務員法第２４条 

総務部 

職員課 



 

 

４ 

（  ） 

令和４年度東久留米市一

般会計補正予算（第１２

号） 

・地方自治法第２１８条第１項 企画経営室 

財政課 



 

 

 

 

 

 

令和４年第４回市議会定例会 行政報告予定一覧 

 

 

番 

号 
表            題 

１ 改正個人情報保護法に係る条例委任事項等の検討についての答申について 

２ 
東久留米市第３次男女平等推進プランの令和３年度事業進捗状況評価の答

申について 

３ 今後の東久留米市立学童保育所の運営方針の改訂について 

 


